
（
歳
出
の
主
な
も
の
）

○
旧
大
島
公
民
館
解
体
工
事
費

…
…
…
…
３
９
９
８
万
５
千
円

○
ふ
る
さ
と
寄
付
金
関
連
費

…
…
…
…
２
億
４
２
１
８
万
円

○
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
給
付

金
事
業
費

…
…
…
…
…
…
５
１
４
９
万
円

○
地
域
振
興
券
配
布
事
業
費

…
…
…
…
１
億
９
９
２
９
万
円

○
特
別
教
室
等
空
調
整
備
工
事
費

…
…
…
…
…
１
億
１
０
２
万
円

◎
議
案
第
１４
号
「
宿
毛
市
乳
児
等

通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の

制
定
に
つ
い
て
」、
議
案
第
１５
号

「
宿
毛
市
特
定
乳
児
等
通
園
支
援

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定

め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
」

　「
児
童
福
祉
法
」
及
び
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
法
」
の
改
正
に
よ
り

「
子
ど
も
誰
で
も
通
園
制
度
」
が

令
和
８
年
度
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ

と
に
伴
い
、
乳
児
通
園
支
援
事
業

の
運
営
及
び
特
定
乳
児
等
通
園
支

援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
た
め
、
両
条
例

を
制
定
す
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
１８
号
「
宿
毛
市
特
別
職

の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬

及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て
」

　
各
種
審
議
会
へ
オ
ン
ラ
イ
ン
な

ど
に
よ
っ
て
参
加
し
た
場
合
も
報

酬
の
支
給
対
象
と
し
、
ま
た
日
額

報
酬
に
つ
い
て
４
時
間
未
満
の
報

酬
額
が
最
低
賃
金
を
割
り
込
む
こ

と
と
な
る
当
該
規
定
を
削
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

◎
議
案
第
２３
号
「
宿
毛
市
廃
棄
物

の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い

て
」

　
近
年
の
ゴ
ミ
処
理
コ
ス
ト
の
増

加
に
伴
い
、
一
般
廃
棄
物
の
ゴ
ミ

処
理
手
数
料
を
増
額
す
る
た
め
、

本
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
も
の

で
す
。

　
な
お
、
小
サ
イ
ズ
に
つ
い
て
は
、

容
量
比
に
応
じ
た
負
担
の
公
平
性

と
排
出
削
減
、
資
源
ご
み
分
別
の

促
進
を
図
る
た
め
値
下
げ
と
す
る

も
の
で
す
。

（
主
な
改
正
内
容
）

○
指
定
ゴ
ミ
袋
（
大
サ
イ
ズ
）

　（
１０
枚
入
り
）

　
　
５
２
０
円
↓
６
０
０
円

○
指
定
ゴ
ミ
袋
（
小
サ
イ
ズ
）

　（
１０
枚
入
り
）

　
　
３
１
０
円
↓
３
０
０
円

○
ゴ
ミ
処
理
券
（
粗
大
ゴ
ミ
）

　（
５
枚
セ
ッ
ト
）

　
　
２
６
０
円
↓
３
０
０
円

◎
議
案
第
３４
号
「
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
」

　
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

１１
年
３
月
３１
日
ま
で
の
間
、「
社

会
福
祉
法
人
　
宿
毛
福
祉
会
」
を

「
宿
毛
市
立
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
千
寿
園
」
の
指
定
管
理
者
と
し

て
指
定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地

方
自
治
法
第
２
４
４
条
の
２
第
６

項
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議
決

を
求
め
る
も
の
で
す
。

◎
議
案
第
３６
号
「
指
定
管
理
者
の

指
定
に
つ
い
て
」

　
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
令
和

１３
年
３
月
３１
日
ま
で
の
間
、「
讃

岐
煉
瓦
株
式
会
社
」
を
「
す
く
も

サ
ニ
ー
サ
イ
ド
パ
ー
ク
」
の
指
定

管
理
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
地
方
自
治
法
第
２
４
４

条
の
２
第
６
項
の
規
定
に
よ
り
、

議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
で
す
。

議
案
番
号

議
決
結
果

件
　
　
　
　
　
　
　
名

承
　
　
認

承
　
　
認

修
正
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

原
案
可
決

第
１
号

第
２
号

第
３
号

第
４
号

～
第
１３
号

第
１４
号

第
１５
号

第
１６
号

第
１７
号

第
１８
号

　　
第
１９
号

第
２０
号

第
２１
号

第
２２
号

第
２３
号

第
２４
号

第
２５
号

～
第
２８
号

第
２９
号

第
３０
号

～
第
３４
号

第
３５
号

第
３６
号

第
３７
号

専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認
に
つ
い
て

専
決
処
分
し
た
事
件
の
承
認
に
つ
い
て

令
和
７
年
度
宿
毛
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

各
特
別
会
計
（
国
民
健
康
保
険
事
業
、
へ
き
地
診
療
事

業
、
定
期
船
事
業
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
、
学
校
給

食
事
業
、
国
民
宿
舎
運
営
事
業
、
介
護
保
険
事
業
、
後

期
高
齢
者
医
療
）
並
び
に
水
道
事
業
会
計
及
び
下
水
道

事
業
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

宿
毛
市
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

宿
毛
市
特
定
乳
児
等
通
園
支
援
事
業
の
運
営
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

宿
毛
市
暴
力
団
排
除
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

宿
毛
市
地
域
公
共
交
通
会
議
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
に
つ
い
て

宿
毛
市
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び

費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に

つ
い
て

宿
毛
市
一
般
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
に
つ
い
て

宿
毛
市
旅
費
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

宿
毛
市
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地
域
型
保
育

事
業
の
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

宿
毛
市
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設
置
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ

い
て

宿
毛
市
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

宿
毛
市
営
改
良
住
宅
等
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て

四
万
十
市
及
び
土
佐
清
水
市
・
大
月
町
・
三
原
村
・
黒

潮
町
と
の
定
住
自
立
圏
の
形
成
に
関
す
る
協
定
の
一
部

を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て

沖
の
島
漁
港
区
域
内
の
公
有
水
面
埋
立
て
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

令
和
７
年
度
宿
毛
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て

令
和
７
年
度
宿
毛
市
一
般
会
計
補
正
予
算
に
つ
い
て

▼ 

提
出
さ
れ
た
議
案
等 

▲

条
　
　
例

そ
　

の
　

他


